
投票区名 主となる投票所の名称 区　　　　　域　（ 行　政　区　名　等 ）

第１投票区 柏崎市役所
駅前一丁目、駅前二丁目、新橋、西本町一丁目、西本町二丁目、西本町三丁目、東
港町、西港町、日石町、鏡町、錦町、東本町一丁目、東本町二丁目、東本町三丁
目、学校町、中央町、諏訪町及び栄町の全部

第２投票区 北園町公営住宅集会所 新花町、桜木町、北園町及び安政町の全部

第３投票区 第二中学校
小倉町、大和町、比角一丁目、比角二丁目、北斗町、松美一丁目及び松美二丁目の
全部

第４投票区 比角小学校 豊町、扇町、日吉町、四谷一丁目、四谷二丁目、四谷三丁目及び長浜町の全部

第５投票区 ワークプラザ柏崎
北半田一丁目、北半田二丁目、三和町、東長浜町、大字新田畑、田塚一丁目、田塚
二丁目、田塚三丁目及び新田畑の全部、大字田塚の一部（田塚町内会に属する区
域）、大字藤井の一部（田塚及び南田塚町内会に属する区域）

第６投票区 大洲小学校
大久保一丁目、大久保二丁目、中浜一丁目、中浜二丁目、若葉町、緑町、赤坂町、
番神一丁目、番神二丁目及び寿町の全部

第７投票区 西小学校

米山台一丁目、米山台二丁目、米山台三丁目、米山台四丁目、常盤台、剣野町、三
島町、三島西、新赤坂一丁目、米山台五丁目、米山台東、米山台西、新赤坂二丁
目、新赤坂三丁目、新赤坂四丁目及び新赤坂五丁目の全部、大字劔野の一部（剣野
町内会に属する区域）、大字枇杷島の一部（剣野町内会に属する区域）

第８投票区 枇杷島コミュニティセンター
南光町、柳橋町、幸町、宝町、関町、宮場町、元城町、城東一丁目、城東二丁目、
穂波町及び田中の全部、大字枇杷島の一部（城東町内会に属する区域）

第９投票区 半田コミュニティセンター
南半田、半田一丁目、半田二丁目、半田三丁目、大字半田、朝日が丘、岩上、希望
が丘、城塚、長峰町及びゆりが丘の全部、大字茨目の一部（東半田町内会に属する
区域）、大字横山の一部（長峰町及びゆりが丘町内会に属する区域）

第10投票区 鯨波コミュニティセンター
天神町、東の輪町、鯨波一丁目、鯨波二丁目、鯨波三丁目及び大字鯨波の全部、大
字劔野の一部（剣野町内会に属する区域以外の区域）

第11投票区 上米山コミュニティセンター 大字谷根、大字小杉及び大字吉尾の全部

第12投票区 槙原小学校
春日一丁目、春日二丁目、春日三丁目、槇原町、橋場町、藤元町、柳田町、小金
町、原町、大字橋場、大字下原、東柳田、美穂田、宝田、豊田及び栄田の全部、東
原町の一部（上原町内会に属する区域以外の区域）

第13投票区 桜通小学校
大字上原、大字山本、大字土合、大字劔、大字下大新田、大字土合新田、大字長崎
及び大字長崎新田の全部、東原町の一部（上原町内会に属する区域）

第14投票区 荒浜コミュニティセンター 荒浜一丁目、荒浜二丁目、荒浜三丁目、荒浜四丁目及び青山町の全部

第15投票区 松波コミュニティセンター 松波一丁目、松波二丁目、松波三丁目及び松波四丁目の全部

第16投票区 北鯖石コミュニティセンター
大字中田、大字畔屋及び大字与三の全部、大字藤井の一部（下藤井及び上藤井町内
会に属する区域）

第17投票区 田尻コミュニティセンター

大字佐藤池新田、大字上田尻、大字平井、大字下田尻、大字両田尻、茨目一丁目、
茨目二丁目及び茨目三丁目の全部、大字田塚の一部（茨目町内会に属する区域）、
大字藤井の一部（茨目及び緑が丘ニュータウン町内会に属する区域）、大字茨目の
一部（茨目、佐藤池新田及び両田尻町内会に属する区域）、大字安田の一部（上軽
井川、城之組、明神、鳥越、安田町、中道、三ツ家及び平井町内会に属する区
域）、大字軽井川の一部（上軽井川、下軽井川及び佐藤池新田町内会に属する区
域）、大字本条の一部（今熊町内会に属する区域）

第18投票区 高田コミュニティセンター

大字貝渕、大字大河内新田、大字新道、大字上方、大字下方、大字藤橋、大字堀、
大字南下及び向陽町の全部、大字黒滝の一部（黒滝及び貝渕町内会に属する区
域）、大字横山の一部（横山町内会に属する区域）、大字軽井川の一部（向陽町町
内会に属する区域）

一般選挙における新潟県柏崎市投票区



投票区名 主となる投票所の名称 区　　　　　域　（ 行　政　区　名　等 ）

第19投票区 中通コミュニティセンター
大字矢田、大字小黒須、大字飯塚、大字五十土、大字成沢、大字曽地、大字曽地新
田、大字花田及び大字吉井の全部

第20投票区 米山コミュニティセンター 米山町、大字大平、大字大清水、大字上輪、大字高畔及び大字蕨野の全部

第21投票区 笠島ふれあいセンター 大字笠島及び大字上輪新田の全部

第22投票区 青海川集落開発センター 大字青海川の全部

第23投票区 高浜コミュニティセンター 大字大湊、大字宮川及び大字椎谷の全部

第24投票区 上条コミュニティセンター
大字上条、大字宮之窪、大字山口、大字佐水、大字古町、大字芋川及び大字小田山
新田の全部、大字黒滝の一部（上条町内会に属する区域）

第25投票区 中鯖石コミュニティセンター
大字加納、大字与板及び大字宮平の全部、大字安田の一部（下加納町内会に属する
区域）、大字善根の一部（南条町内会に属する区域以外の区域）

第26投票区 南鯖石コミュニティセンター 大字森近、大字石曽根、大字山室及び大字大沢の全部

第27投票区 別俣コミュニティセンター 大字久米、大字水上及び大字細越の全部

第28投票区 野田コミュニティセンター
大字野田、大字宮川新田、大字木沢、大字田屋、大字女谷、大字折居、大字市野新
田、大字清水谷及び大字谷川新田の全部

第29投票区 北条小学校

大字南条の全部、大字善根の一部（南条町内会に属する区域）、大字本条の一部
（今熊町内会に属する区域以外の区域）、大字北条の一部（東条町内会に属する区
域以外の区域）、大字東条の一部（小島及び深沢町内会に属する区域）、大字小島
の一部（小島町内会に属する区域）

第30投票区 北条コミュニティセンター
大字山澗、大字旧広田、大字大広田、大字西長鳥、大字東長鳥及び大字吉井黒川の
全部、大字北条の一部（東条町内会に属する区域）、大字東条の一部（旧広田及び
東条町内会に属する区域）、大字小島の一部（東条及び山澗町内会に属する区域）

第31投票区 高柳コミュニティセンター
高柳町岡田、高柳町岡野町、高柳町高尾、高柳町漆島、高柳町荻ノ島、高柳町山中
及び高柳町栃ケ原の全部

第32投票区 門出集落センター 高柳町門出、高柳町田代及び高柳町石黒の全部

第33投票区 西山コミュニティセンター 石地分館 西山町石地、西山町尾町及び西山町大津の全部

第34投票区 西山総合体育館 西山町大崎、西山町甲田及び西山町浜忠の全部

第35投票区 二田小学校

西山町黒部、西山町長嶺、西山町後谷、西山町西山、西山町和田、西山町緑が丘、
西山町五日市、西山町内方、西山町大坪、西山町北野及び西山町妙法寺の全部、西
山町鬼王の一部（鬼王町内会に属する区域）、西山町新保の一部（新保町内会に属
する区域）、西山町礼拝の一部（鬼王町内会に属する区域）

第36投票区 西山町事務所

西山町藤掛、西山町池浦、西山町鎌田、西山町中央台、西山町坂田及び西山町二田
の全部、西山町新保の一部（坂田内会に属する区域）、西山町鬼王の一部（礼拝町
内会に属する区域）、西山町下山田の一部（伊毛町内会に属する区域以外の区
域）、西山町礼拝の一部（礼拝町内会に属する区域）

第37投票区 内郷小学校
西山町田沢、西山町伊毛、西山町尾野内、西山町上山田、西山町灰爪及び西山町別
山の全部、西山町下山田の一部（伊毛町内会に属する区域）

※青色塗布部の第1・5・7・10・13・15・17・18・36投票区は、選挙当日に柏崎市の有権者ならだれでも投票することのできる共通投
票所として開設する。


